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〒

１．工事の施工及び施工後の給水使用については

　　多気町水道事業条例を固く守ります。

２．需要水量の増加原水不足一時断水及び工事後

　　の一時断水についても異議申しません。

３．高地区・管末及び高層建築等で水圧・水量等

　　の不足があっても異議申しません。

上記の事項を遵守の上給水工事を申し込みます。

新設 ・ 移設 供
　
覧

管理者 課　長

使　用　場　所

土
地
所
有
者

住　所

年　　月　　日

加入金 年　　月　　日
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簿　冊　コ　ー　ド

・　　・　　・

口　径 メーター番号

給水装置 申請書

多気町水道事業管理者　様 令和　　　年　　　月　　　日
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